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第５２号議案 

 

 

 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように定める。 

 

 

   令和元年９月２日提出 

 

 

 

芦屋市長 伊 藤  舞    

 

 

 

 

提案理由 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴い，関係条例において，成年被後見人等に係る欠格条項その他

の権利の制限に係る規定を改めるため，この条例を制定しようとするもの。
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芦屋市条例第  号 

 

 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例 
 

 （芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２６年芦屋市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（失職の例外） （失職の例外） 

第５条 任命権者は，法第１６条第１号に該当するに至つた職員の

うち，禁この刑に処せられその刑の執行を猶予された者について

は，その者の罪が過失によるものであり，かつ，火災等災害発生

時における緊急出動その他公務中の事故に起因する場合で特に

情状を考慮する必要があると認めたときは，その職を失わないも

のとすることができる。 

第５条 任命権者は，法第１６条第２号に該当するに至つた職員の

うち，禁この刑に処せられその刑の執行を猶予された者について

は，その者の罪が過失によるものであり，かつ，火災等災害発生

時における緊急出動その他公務中の事故に起因する場合で特に

情状を考慮する必要があると認めたときは，その職を失わないも

のとすることができる。 

２ （略） ２ （略） 

 

（芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和４３年芦屋市条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 
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 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第４条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する特別職

の職員に対して，一般職の給与条例に規定する期末手当の支給日

に支給する。これらの基準日前１月以内に退職し，又は死亡した

特別職の職員についても同様とする。 

第４条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する特別職

の職員に対して，一般職の給与条例に規定する期末手当の支給日

に支給する。これらの基準日前１月以内に退職し，若しくは地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第１号に該当し

て同法第２８条第４項の規定により失職し，又は死亡した特別職

の職員についても同様とする。 

２ 期末手当の額は，それぞれの基準日現在（退職し，又は死亡し

た特別職の職員にあつては，退職し，又は死亡した日現在）にお

いて特別職の職員が受けるべき給料月額に，当該月額に１００分

の２０を乗じて得た額を加算した額に１００分の２２２．５を乗

じて得た額に，それぞれ前項の基準日以前６月以内の期間におけ

るその者の在職期間に応じて，次の表に定める割合を乗じて得た

額とする。 

２ 期末手当の額は，それぞれの基準日現在（退職し，若しくは失

職し，又は死亡した特別職の職員にあつては，退職し，若しくは

失職し，又は死亡した日現在）において特別職の職員が受けるべ

き給料月額に，当該月額に１００分の２０を乗じて得た額を加算

した額に１００分の２２２．５を乗じて得た額に，それぞれ前項

の基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ

て，次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

（略） 
 

（略） 

３ （略） ３ （略） 

 

（芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 
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(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第２２条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条から

第２２条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する職員に対して，それぞれ基準日の属する月の規

則で定める日（次条及び第２２条の３においてこれらの日を「支

給日」という。）に支給する。これらの基準日前１月以内に退職

し，又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とす

る。 

第２２条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条から

第２２条の３までにおいてこれらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する職員に対して，それぞれ基準日の属する月の規

則で定める日（次条及び第２２条の３においてこれらの日を「支

給日」という。）に支給する。これらの基準日前１月以内に退職

し，若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規

定により失職し，又は死亡した職員で規則で定めるものについて

も同様とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の期末手当基礎額は，それぞれの基準日現在（退職し，

又は死亡した職員にあつては，退職し，又は死亡した日現在）に

おいて職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれら

に対応する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は，それぞれの基準日現在（退職し，

若しくは失職し，又は死亡した職員にあつては，退職し，若しく

は失職し，又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料

及び扶養手当の月額並びにこれらに対応する地域手当の月額の

合計額とする。 

５ （略） ５ （略） 

（期末手当の支給制限） （期末手当の支給制限） 

第２２条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には，前条第１項

の規定にかかわらず，当該各号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあつては，その支給を一時差し止めた期末手当）は，

支給しない。 

第２２条の２ 次の各号のいずれかに該当する者には，前条第１項

の規定にかかわらず，当該各号の基準日に係る期末手当（第４号

に掲げる者にあつては，その支給を一時差し止めた期末手当）は，

支給しない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

法第２８条第４項の規定により失職した職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

法第２８条第４項の規定により失職した職員（法第１６条第１

号に該当して失職した職員を除く。） 



52-5 

 

改正後 改正前 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２２条の４ 勤勉手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条

においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員に対し，基準日以前６月以内の期間におけるその者の勤務成

績に応じて，それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給

する。これらの基準日前１月以内に退職し，又は死亡した職員に

ついても同様とする。 

第２２条の４ 勤勉手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条

においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員に対し，基準日以前６月以内の期間におけるその者の勤務成

績に応じて，それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給

する。これらの基準日前１月以内に退職し，若しくは法第１６条

第１号に該当して法第２８条第４項の規定により失職し，又は死

亡した職員についても同様とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

（芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第４条 芦屋市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年芦屋市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。)については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，

当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（当該退

職をした者が死亡したときは，当該退職に係る一般の退職手当等

の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し，当該退職をした

者が占めていた職の職務及び責任，当該退職をした者の勤務の状

況，当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度，当該非違に

至つた経緯，当該非違後における当該退職をした者の言動，当該

第１３条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，

当該退職に係る退職手当管理機関は，当該退職をした者（当該退

職をした者が死亡したときは，当該退職に係る一般の退職手当等

の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し，当該退職をした

者が占めていた職の職務及び責任，当該退職をした者の勤務の状

況，当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度，当該非違に

至つた経緯，当該非違後における当該退職をした者の言動，当該
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改正後 改正前 

非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に

対する信頼に及ぼす影響を勘案して，当該一般の退職手当等の全

部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に

対する信頼に及ぼす影響を勘案して，当該一般の退職手当等の全

部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれに

準ずる退職をした者 

(2) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６

条第１号に該当する場合を除く。）又はこれに準ずる退職をし

た者 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

 （芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正） 

第５条 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例（昭和３６年芦屋市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） （懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第１２条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，

教育委員会は，当該退職をした者（当該退職をした者が死亡した

ときは，当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者）に対し，当該退職をした者が占めていた職の職

務及び責任，当該退職をした者の勤務の状況，当該退職をした者

が行つた非違の内容及び程度，当該非違に至つた経緯，当該非違

後における当該退職をした者の言動，当該非違が公務の遂行に及

ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影

響を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しな

第１２条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは，

教育委員会は，当該退職をした者（当該退職をした者が死亡した

ときは，当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者）に対し，当該退職をした者が占めていた職の職

務及び責任，当該退職をした者の勤務の状況，当該退職をした者

が行つた非違の内容及び程度，当該非違に至つた経緯，当該非違

後における当該退職をした者の言動，当該非違が公務の遂行に及

ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影

響を勘案して，当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しな
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改正後 改正前 

いこととする処分を行うことができる。 いこととする処分を行うことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれに

準ずる退職をした者 

(2) 地方公務員法第２８条第４項の規定による失職（同法第１６

条第１号に該当する場合を除く。）又はこれに準ずる退職をし

た者 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 

（芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第６条 芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年芦屋市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。)については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保

育者をいう。以下同じ。）は，市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育

士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認め

る者であって，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保

育者をいう。以下同じ。）は，市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育

士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認め

る者であって，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号の

いずれにも該当しない者 

(2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第４号の

いずれにも該当しない者 
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改正後 改正前 

３ （略） ３ （略） 

 

（阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正） 
第７条 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例（昭和５５年芦

屋市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 
 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（委員の欠格事由等） （委員の欠格事由等） 

第１０条 次に掲げる者は，委員となることができない。 第１０条 次に掲げる者は，委員となることができない。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) （略） (2) （略） 

２ 委員は，前項各号のいずれかに該当するに至つたとき，及び２

号委員にあつては，施行地区内の宅地について所有権又は借地権

を失つたときは，その職を失う。 

２ 委員は，前項各号のいずれかに該当するに至つたとき，及び２

号委員にあつては，施行地区内の宅地について所有権又は借地権

を失つたときは，その職を失う。 

３～４ （略） ３～４ （略） 

 

（阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正） 
第８条 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例（平成３０年芦

屋市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 
 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 
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 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（委員の欠格事由等） （委員の欠格事由等） 

第１２条 次に掲げる者は，委員となることができない。 第１２条 次に掲げる者は，委員となることができない。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないも

の 

(2) （略） (2) （略） 

２ 委員は，前項各号のいずれかに該当するに至ったとき，及び２

号委員にあっては，施行地区内の宅地について所有権又は借地権

を全て失うに至ったときは，その職を失う。 

２ 委員は，前項各号のいずれかに該当するに至ったとき，及び２

号委員にあっては，施行地区内の宅地について所有権又は借地権

を全て失うに至ったときは，その職を失う。 
３～４ （略） ３～４ （略） 

 

（芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第９条 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３４年芦屋市条例第１６号）の一部を次のように改正

する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第１０条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条にお

 いて，これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職

第１０条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条にお

 いて，これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職
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改正後 改正前 

 員に対して，その職員の在職期間に応じ，かつ，企業の経営状況

 その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前１月以内に

 退職し，又は死亡した職員についても同様とする。      

     

 員に対して，その職員の在職期間に応じ，かつ，企業の経営状況

 その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前１月以内に

 退職し，若しくは地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

 １６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職 

し，又は死亡した職員についても同様とする。     

２ 次の各号のいずれかに該当する者には，前項の規定にかかわら

ず，当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあつ

ては，その支給を一時差し止めた期末手当）は，支給しない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には，前項の規定にかかわら

ず，当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあつ

ては，その支給を一時差し止めた期末手当）は，支給しない。 

(1)  （略） (1) （略） 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した職員 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した職員（同法

第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）     

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１０条の２ 勤勉手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条

においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員に対し，その職員の勤務成績に応じ，かつ，企業の経営状況

その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前１月以内に

退職し，又は死亡した職員についても同様とする。 

第１０条の２ 勤勉手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条

においてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する

職員に対し，その職員の勤務成績に応じ，かつ，企業の経営状況

その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前１月以内に

退職し，若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第

２８条第４項の規定により失職し，又は死亡した職員についても

同様とする。 

２ （略） ２ （略） 

（退職手当） （退職手当） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

２ 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは，管理者

は，当該退職した者に対し，当該退職に係る退職手当の全部又は

一部を支給しないこととすることができる。 

２ 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは，管理者

は，当該退職した者に対し，当該退職に係る退職手当の全部又は

一部を支給しないこととすることができる。 
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改正後 改正前 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した者 (2) 地方公務員法第２８条第４項の規定により失職（同法第１６

条第１号に該当する場合を除く。）した者 

(3) （略） (3) （略） 

３～９ （略） ３～９ （略） 

  

（芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正） 

第１０条 芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例（平成２１年芦屋市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 
 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（給与） （給与） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 一般職の給与条例第２２条の２及び第２２条の３の規定は，管

理者の期末手当の支給について準用する。この場合において，一

般職の給与条例第２２条の２第１号中「法第２９条」とあるのは

「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の２第８

項」と，同条第２号中「法第２８条第４項」とあるのは「地方公

営企業法第７条の２第１０項」と，第２２条の３中「任命権者」

とあるのは「市長」と読み替えるものとする。 

７ 一般職の給与条例第２２条の２及び第２２条の３の規定は，管

理者の期末手当の支給について準用する。この場合において，一

般職の給与条例第２２条の２第１号中「法第２９条」とあるのは

「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の２第８

項」と，同条第２号中「法第２８条第４項」とあるのは「地方公

営企業法第７条の２第１０項」と，「法第１６条第１号」とある

のは「同条第２項第１号」と，第２２条の３中「任命権者」とあ

るのは「市長」と読み替えるものとする。 

（退職手当の額及び支給方法等） （退職手当の額及び支給方法等） 
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改正後 改正前 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 芦屋市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年芦屋市条例第

１号。以下「退職手当条例」という。）第１３条から第１８条ま

での規定は，管理者の退職手当の支給について準用する。この場

合において，退職手当条例第１３条第１項第２号中「地方公務員

法第２８条第４項」とあるのは「地方公営企業法第７条の２第１

０項」と読み替えるものとする。 

５ 芦屋市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年芦屋市条例第

１号。以下「退職手当条例」という。）第１３条から第１８条ま

での規定は，管理者の退職手当の支給について準用する。この場

合において，退職手当条例第１３条第１項第２号中「地方公務員

法第２８条第４項」とあるのは「地方公営企業法第７条の２第１

０項」と，「同法第１６条第１号」とあるのは「同条第２項第１

号」と読み替えるものとする。 

 

 （芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正） 

第１１条 芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成２１年芦屋市条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 
 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第１６条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条及び

次条において，これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員に対して，その職員の在職期間に応じ，かつ，企業の

経営状況その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前１

月以内に退職し，又は死亡した職員についても同様とする。 

第１６条 期末手当は，６月１日及び１２月１日（以下この条及び

次条において，これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員に対して，その職員の在職期間に応じ，かつ，企業の

経営状況その他の事情を考慮して支給する。これらの基準日前１

月以内に退職し，若しくは地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定によ
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改正後 改正前 

り失職し，又は死亡した職員についても同様とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には，前項の規定にかかわら

ず，当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあつ

ては，その支給を一時差し止めた期末手当）は，支給しない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者には，前項の規定にかかわら

ず，当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあつ

ては，その支給を一時差し止めた期末手当）は，支給しない。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した職員 

 (2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した職員（同法

第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。） 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１７条 勤勉手当は，基準日にそれぞれ在職する職員に対し，そ

の職員の勤務成績に応じ，かつ，企業の経営状況その他の事情を

考慮して支給する。これらの基準日前１月以内に退職し，又は死

亡した職員についても同様とする。 

第１７条 勤勉手当は，基準日にそれぞれ在職する職員に対し，そ

の職員の勤務成績に応じ，かつ，企業の経営状況その他の事情を

考慮して支給する。これらの基準日前１月以内に退職し，若しく

は地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項

の規定により失職し，又は死亡した職員についても同様とする。

２ （略） ２ （略） 

（退職手当） （退職手当） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

２ 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは，管理者

は，当該退職した者に対し，当該退職に係る退職手当の全部又は

一部を支給しないこととすることができる。 

２ 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは，管理者

は，当該退職した者に対し，当該退職に係る退職手当の全部又は

一部を支給しないこととすることができる。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した者  (2) 地方公務員法第２８条第４項の規定により失職（同法第１６

条第１号に該当する場合を除く。）した者 

(3) （略） (3) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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 （芦屋市消防団条例の一部改正） 

第１２条 芦屋市消防団条例（昭和２８年芦屋市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。      

 

改正後 改正前 

（欠格事項） （欠格事項） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，団員となることがで

きない。 

第４条 次の各号のいずれかに該当する者は，団員となることがで

きない。 

 

(1) （略） 

(2) 第１１条の規定により懲戒免職の処分を受け，当該処分の日

から２年を経過しない者 

(3) 心身の故障のため，職務の遂行に支障があり，又はこれに堪

えない者 

(1) 成年被後見人又は被保佐人 

(2) （略） 

(3) 第１１条の規定により免職の処分を受け，当該処分の日から

２年を経過しない者 

（分限） 

第４条の２ （略） 

２ 団員は，次の各号のいずれかに該当するに至つたときは，その

職を失う。 

(1) （略） 

(2) 前条第１号の規定に該当するに至つたとき。 

（分限） 

第４条の２ （略） 

２ 団員は，次の各号のいずれかに該当するに至つたときは，その

職を失う。 

(1) （略） 

(2) 前条第１号又は第２号の規定に該当するに至つたとき。 

 

附 則 

 

 （施行期日） 
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１ この条例は，令和元年１２月１４日から施行する。 

 （芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和元年法律第３７号。以下「整備法」という。）第４４条の規定による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号。以下「旧地方公務員法」という。）第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条第４項の規定により失職した

特別職の職員に係る期末手当の支給については，第２条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例第４条第１項及び第２項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 （芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行日前に整備法第４４条の規定による旧地方公務員法第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条第

４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については，第３条の規定による改正後の芦屋市一般職

の職員の給与に関する条例第２２条第１項及び第４項，第２２条の２並びに第２２条の４第１項の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 

 （芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行日前に整備法第４４条の規定による旧地方公務員法第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条第

４項の規定により失職した職員に係る退職手当の支給については，第４条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関

する条例第１３条第１項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 （芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行日前に整備法第４４条の規定による旧地方公務員法第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条第

４項の規定により失職した職員に係る退職手当の支給については，第５条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職

手当に関する条例第１２条第１項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 （阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

６ この条例の施行日前に第７条の規定による改正前の阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第一種市街地

再開発事業の施行に関する条例第１０条第１項第１号に該当して同条第２項の規定により生じた失職の効力については，な

お従前の例による。 

 



52-16 

 

 （阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正に伴う経

過措置） 

７ この条例の施行日前に第８条の規定による改正前の阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）第二種市街地

再開発事業の施行に関する条例第１２条第１項第１号に該当して同条第２項の規定により生じた失職の効力については，な

お従前の例による。 

 （芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ この条例の施行日前に整備法第４４条の規定による旧地方公務員法第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条第

４項の規定により失職した職員に係る期末手当，勤勉手当及び退職手当の支給については，第９条の規定による改正後の芦

屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第１０条，第１０条の２第１項及び第１１条第２項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

 （芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

９ この条例の施行日前に整備法第４４条の規定による旧地方公務員法第１６条第１号を読替えて適用する改正前の地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「旧地方公営企業法」という。）第７条の２第２項第１号に該当して，旧地方公

務員法第２８条第４項を読替えて適用する旧地方公営企業法第７条の２第１０項の規定により失職した管理者に係る期末手

当及び退職手当の支給については，第１０条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例第２条第７

項及び第３条第５項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 （芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ この条例の施行日前に整備法第４４条の規定による旧地方公務員法第１６条第１号に該当して旧地方公務員法第２８条

第４項の規定により失職した職員に係る期末手当，勤勉手当及び退職手当の支給については，第１１条の規定による改正後

の芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第１６条，第１７条第１項及び第１８条第２項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

 （芦屋市消防団条例の一部改正に伴う経過措置） 

１１ この条例の施行日前に第１２条の規定による改正前の芦屋市消防団条例第４条の２第２項の規定により生じた失職の効

力については，なお従前の例による。 
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 参 照  

 

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例要綱 

 

１ 改正の趣旨 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の制定に伴い，関係条例において，成年被後見人等に係る欠格条項そ

の他の制限に係る規定を改めるため，この条例を制定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 職員の欠格条項を定める地方公務員法第１６条第１号の規定の削除に伴う改正 

（第２条，第３条，第４条，第５条，第９条，第１０条及び第１１条関係） 

該当条項 内容 

ア 芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例第４条第１項及び第２項 

地方公務員法第１６条第１

号を引用する規定を削る。 

イ 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第２２条第１項及

び第４項，同条例第２２条の２第２号，同条例第２２条の４

第１項 

ウ 芦屋市職員の退職手当に関する条例第１３条第１項第２号 

エ 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第１２条第１

項第２号 

オ 芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第

１０条第１項及び第２項第２号，同条例第１０条の２第１

項，同条例第１１条第２項第２号 

カ 芦屋市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第

１６条第１項及び第２項第２号，同条例第１７条第１項，同

条例第１８条第２項第２号 

キ 芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例第２条第７

項，同条例第３条第５項 

地方公務員法第１６条第１

号を読替える規定を削る。 
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(2) 審査会の委員の欠格事由等の改正（第７条及び第８条関係）  

該当条項 内容 

ア 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）

第一種市街地再開発事業の施行に関する条例第１０条第１

項第１号 
審査会の委員になることが

できない者を定めた規定か

ら「成年被後見人及び被保

佐人」を削る。 
イ 阪神間都市計画事業（芦屋国際文化住宅都市建設事業）

第二種市街地再開発事業の施行に関する条例第１２条第１

項第１号  

 

(3) 消防団員の欠格事項の改正（第１２条関係）  

該当条項 内容 

 芦屋市消防団条例第４条 

第１号及び第３号 

団員になることができない者を定めた規定から「成年被後見人

及び被保佐人」を削るとともに「心身の故障のため職務の遂行

に支障があり，又はこれに堪えない者」を加える。 

 

(4) 関係法律の条項の繰上げによる引用条項の整理（第１条及び第６条関係） 

該当条項 内容 

ア 芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例第５条第

１項 

地方公務員法第１６条第１

号の削除による号の繰上り 

イ 芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第２４条第２項第２号 

児童福祉法第３４条の２０

第１項第１号の削除による

号の繰上り 

 

(5) その他所要の規定の整備 

 

３ 施行期日等 

(1)   令和元年１２月１４日 

(2)   経過措置 

ア ２(1)について，この条例の施行日前に旧地方公務員法第１６条第１号に該

当して同法第２８条第４項の規定により失職した職員等に係る期末手当，勤勉

手当及び退職手当の支給については，なお従前の例による。 

イ この条例の施行日前に２(2)及び２(3)に該当して失職した場合の効果につい

ては，なお従前の例による。 



 

第５２号議案説明資料 

 

地方公務員法新旧対照表抜粋（令和元年１２月１４日施行分） 
 （下線部分は，改正部分） 

改正後 改正前 

（欠格条項） （欠格条項） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は，条例で定める場合

を除くほか，職員となり，又は競争若しくは選考を受けることが

できない。 

 

(1)  禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

(2)  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け，当該処分

の日から２年を経過しない者 

(3)  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて，第６０条か

ら第６３条までに規定する罪を犯し，刑に処せられた者 

(4)  日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団

体を結成し，又はこれに加入した者 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する者は，条例で定める場合

を除くほか，職員となり，又は競争若しくは選考を受けることが

できない。 

(1)  成年被後見人又は被保佐人 

(2)  禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

(3)  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け，当該処分

の日から２年を経過しない者 

(4)  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて，第６０条か

ら第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

(5)  日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団

体を結成し，又はこれに加入した者 

 

（降任，免職，休職等） 

第２８条 （略） 

２ 職員が，次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは，

その意に反して，これを休職することができる。 

(1)・(2) （略） 

３ 職員の意に反する降任，免職，休職及び降給の手続及び効果は，

法律に特別の定めがある場合を除くほか，条例で定めなければな

らない。 

４ 職員は，第１６条各号（第２号を除く。）のいずれかに該当す

るに至ったときは，条例に特別の定めがある場合を除くほか，そ

の職を失う。 

（降任，免職，休職等） 

第２８条 （略） 

２ 職員が，左の各号の一に該当する場合においては，その意に反

してこれを休職することができる。 

(1)・(2) （略） 

３ 職員の意に反する降任，免職，休職及び降給の手続及び効果は，

法律に特別の定がある場合を除く外，条例で定めなければならな

い。 

４ 職員は，第１６条各号（第３号を除く。）の一に該当するに至

ったときは，条例に特別の定がある場合を除く外，その職を失う。
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 児童福祉法新旧対照表抜粋（令和元年１２月１４日施行分） 
 （下線部分は，改正部分） 

改正後 改正前 

第１８条の５ 次の各号のいずれかに該当する者は，保育士となる

ことができない。 

(1)  心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができな

い者として厚生労働省令で定めるもの 

(2)～(5) （略） 

第１８条の５ 次の各号のいずれかに該当する者は，保育士となる

ことができない。 

(1)  成年被後見人又は被保佐人 

 

 (2)～(5) （略） 

第３４条の２０ 本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該

当する者は，養育里親及び養子縁組里親となることができない。

 

(1)  禁錮以上の刑に処せられ， その執行を終わり，又は執行を

受けることがなくなるまでの者 

(2)  この法律，児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処

罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第５２

号）その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受

けることがなくなるまでの者 

(3)  児童虐待の防止等に関する法律第２条に規定する児童虐待

又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著

しく不適当な行為をした者 

第３４条の２０ 本人又はその同居人が次の各号（同居人にあつて

は，第１号を除く。）のいずれかに該当する者は，養育里親及び

養子縁組里親となることができない。 

(1)  成年被後見人又は被保佐人 

(2)  禁錮以上の刑に処せられ， その執行を終わり，又は執行を

受けることがなくなるまでの者 

(3)  この法律，児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処

罰並びに児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第５２

号）その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を受

けることがなくなるまでの者 

(4)  児童虐待の防止等に関する法律第２条に規定する児童虐待

又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著

しく不適当な行為をした者 
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第  号議案説明資料 
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